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Contribution to society activity

島根の森林状況

森林率79％ 全国３位

森林面積528,000ha 全国15位 島根県
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申込み・問い合わせ先
島根県農林水産部　森林整備課  森林環境保全スタッフ
〒690-8501 松江市殿町1番地
TEL0852-22-6541  FAX0852-22-6549
島根県のホームページもご覧ください。

トップ ＞ 組織別情報 ＞ 森林整備課  
＞ しまね企業参加の森づくり

 ＞ 森林による二酸化炭素の吸収
http://www.pref.shimane.lg.jp/shinrinseibi/

島根CO2吸収認証
を始めました

制度の目的
企業等からの資金・労力提供を促すため、企業等の関心の高い、整備対象森
林のCO2吸収量を証明し、「温暖化防止」と「森林整備」の両方に貢献する
仕組みを創設し、島根県の森林整備を進める。

制度の名称

島根ＣＯ2吸収認証制度

対象者
●実践型：県内において、森林整備を行う者。
●寄附型：県内で実施される森林整備に対して、以下の金額以上の寄附を島

根県または、市町村に行う者。
	 ①個人の場合	 5,000円以上
	 ②個人以外の場合	 50,000円以上

認証対象事業
植栽、下刈り、除伐、間伐とし、健全な森林の成立が見込まれる事業
（１施行地の面積が0.1ha以上の森林）

算定方法
森林吸収量（ｔ―CO2/ha・年）＝
森林面積×幹の体積の成長量×容積密度×バイオマス拡大係数×　　　
（１＋地下部・地上部比）×炭素含有率×CO2換算係数

認証区分
●実践型：従来の企業参加の森づくりと同様に企業・団体等が自ら森林整備

を実施。
●寄附型：個人・企業等が島根県有林や市町村有林で実施される森林整備

に対して、費用を寄附。

広告・宣伝への利用
◆認証書の発行。（発行手数料は無料）
◆認証書の内容は広告宣伝活動に利用することが可能。
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メリット3

社員などの福利厚生として
●社員、新入社員、ＯＢ
の方々やその家族に対
する環境教育やボラン
ティアの場として利用し
たり、レクリエーション
の場としてリフレッシュ
できます。

メリット5

少ない資金でも多くの森づくりを
支援できます。
●寄附金型の場合は，原
則，造林補助事業を活
用するので少ない金額
で多くの森づくりが支援
できます。

メリット4

看板によるＰＲ
●現地に会社の名称、
森林造成の趣旨など
を掲げた簡易な看板
を設置できます。

メリット6

森づくりに参加した場合に税制上
のメリットがあります。
●企業が森林整備に
必要な経費を地方公
共団体へ寄附した場
合、全額を損金算入
できます。

メリット1

地球環境貢献による
イメージアップ
●地球環境に貢献する
企業として、イメージ
アップがはかれます。
●活動を環境報告書等
へ記載できます。

メリット2

地域との交流による
地域貢献
●地元の方とのふれあい、
交流、環境教育の場と
して活用できます。

森林商事

確定申告
寄附金受領

証明書

島根県では、水資源のかん養や県

土保全などの公益的機能を有する

森林は、県民共有の財産と
位置づけ、県民との協働による森

づくりを推進しているところです。

そこで、多様な主体による県民参

加の森づくりを一層推進するため、

企業が社会的責任（CSR）
活動の一環として取り組まれる森
林保全活動を支援いたします。

企 業 の 皆 様 へ

みーもくん

企業の森づくりのメリット

森林保全活動実施までの流れ

実践型（労力提供）

寄附型

●個人･企業等にフィールド（県有林・市町村有林）を紹介
●連絡調整（県・市町村・企業等）
●森林施業の実施

●森林登録申込み窓口
●技術指導
●森林施業・管理受託

●地元でのコーディネート
●地域との交流の受入れ　など

森林を企業に
無償提供

森林保全活動による
社会貢献

企業にフィールドを紹介

●森林登録申込み ●費用負担　●地域との交流

●総合的なコーディネート　●連絡調整
●施業のアドバイス　など

●費用負担

企　業

個人・企業 等

県

市町村
県

市町村

森林組合森林所有者








①寄附金

②寄附金受領証明書




②土地無償貸付契約（５～10年程度）

④活動実施

④確定申告

③森林施業・
　管理委託契約

③森林施業（植栽、下刈、除伐、間伐）の実施

①森林保全活動に関する協定









森林保全
活動を

行いたい

フィールド・
活動内容等
提案・協議

協定締結
企業・市町村

森林組合等・県

フィールド
等決定

森林保全
活動実施

県庁 森林整備課
へ連絡

0852-22-6541
実践型

寄附型




